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 様  式  Ａ － ８－２   〔記入例〕 
                                                                ○○ 第 ○○号 

     平成２２年４月○○日 
 
 独立行政法人日本学術振興会理事長  殿 

研 究 機 関 名   ○ ○ 大学 
代表者職・氏名    学長 ○ ○ ○ ○     [職印] 
 

 

機 関 番 号 １ ２ ６ ８ ０  
   

研 究 代 表 者 の 転 出 報 告 書  
 

  平成２２年 ４月 １日付で交付内定通知があった平成２２年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の以下の課題については、代表者が他の研究機関(研

究機関以外)に転出したため、当該他の研究機関（代表者本人）から交付申請書等を提出することとなりますので報告します。なお、転出先の研究機関（代表者本

人）との連絡調整を適切に行います。 
「  種 目 名 （データベース（研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）） 」 

データベース 
 

（一般・重点） 

課 題 番 号 研 究 者 番 号 交  付  予  定  額  （金額単位：円） 転 出 先 研 究 機 関 

所属部局・職 
フ リ ガ ナ 
代表者氏名 

直 接 経 費 機 関 番 号 ・ 所 属 番 号 ・ 職 番 号  
平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 研究機関名・所属部局・職・転出年月日 

重点 
２２１２３４―－０ ０ ２ ３４５６ 7

2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 0
１ ２ ３ ４ ５ ４ ０ １ ２ ０ 

 
○○学部・教授 

○○ ○○ ○○  ○○

○ ○ ○ ○ 
 

平成２２年 ３月３１日   

一般 
２２２３４５－－０ ０ ２ ３４５６８

1,500,000 0 0 0 0
２ ３ ４ ５ ６ ４ ０ ４ ２ ０ 

 
○○学部・教授 

○○ ○○ ○○  ○○

○ ○ ○ ○ 
 

平成２２年 ２月 １日   

 
            

   
平成 年 月 日   

 
            

   
平成 年 月 日   

 
 

            
   

平成 年 月 日   



様式Ａ－８－２（作成上の注意）

交付内定の通知があった課題の代表者が 「①科学研究費補助金取扱規程第２条に規定する他の研究、
機関（以下「研究機関」という ）に転出した（転出を予定している）場合 「②研究機関以外に所属。 」、
することとなった場合」又は「③いずれの研究機関にも所属しなくなった場合」に作成すること。

【上記①に該当する場合】
転出前の研究機関は、転出後の研究機関に、代表者が交付の申請を行おうとする場合には、転出後の

研究機関において交付申請手続きを行わなければならないことを連絡すること。

【上記②又は③に該当する場合】
転出前の研究機関は、当該代表者に対し、代表者自ら日本学術振興会に対し交付申請手続きを行わな

ければならないことを伝達すること。

40 3代表者が転出する機関が 研究機関であるかどうかは 参考 科学研究費補助金取扱規程(昭和 年、 、 「
」（ 「 」 。） 。月 日文部省告示第 号)における研究機関一覧 以下 研究機関一覧 という を参照すること30 110

ただし、研究機関一覧は必要に応じ更新されるものであることから、代表者の転出先が研究機関である
かどうかは、転出先の機関に必ず確認すること。

１．研究種目ごとに別葉とし、用紙はＡ４判（横長）を使用すること。

２ 「課題番号 「研究者番号」及び「交付予定額」欄は 「内定一覧」を十分確認のうえ記入する． 」、 、
こと。なお、この欄に「所属番号」や「職番号」を記入しないこと。

また、代表者が研究者番号を有しない場合（常勤・非常勤及び職名は問わない）は「なし」と記
入すること。

３ 「転出先研究機関」欄の記入に当たっては、転出前の研究機関は、転出先の研究機関に、転出先の．
研究機関における代表者の所属部局・職(所属番号・職番号)を確認したうえで記入すること。

４．転出先研究機関において当該事業が継続できない場合（例えば 「研究成果ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ」において転、
出先研究機関には当該事業を遂行する際に必要とされるサーバー等の設備が無く、事業の継続が困
難な場合など）については 「交付申請の辞退届（様式Ａ－７－２ 」又は「交付内定後の代表者交、 ）
替願（様式Ａ－９－２ 」を作成すること。）

【上記①に該当する場合】
（ （ ） （ ） ）代表者が研究機関 Ａ から研究機関 Ｂ へ転出する場合の交付内定から交付申請までの事務の流れ

日①交付内定の通知

本変 変②交付内定の通知の

代 学更 更連絡（ 可）FAX
術③交付内定の通知の 後 前

表 振連絡 の の
興研 研

者 会④交付申請を行う旨の 究 究
機 機連絡

⑤交付申請を行う旨の ⑥代表者の転出報告書関 関
⑦交付申請書等の提出 連絡（ 可） の提出（様式 ､FAX A-6-2
様式 ､ ）（ A-52-2 A-52-3 A-8-2（ ） （ ）Ｂ Ａ

、A-52-3 A-54-1別紙､
､ ）A-53-2~4 A-2-3

⑧交付申請書等の提出



【上記②又は③に該当する場合】
（代表者が研究機関（Ａ）から研究機関以外へ転出する（いずれの機関にも所属しない）場合の交付内定
から交付申請までの事務の流れ）

日
本変

代 学更 ①交付内定の通知

術②交付内定の通知の連絡 前
表 振（ 可）FAX の

興研
者 会③交付申請を行う旨の連絡 究

機（ 可）FAX
関

④代表者の転出報告書の提出
（様式 ､ ）（ ）Ａ A-6-2 A-8-2

⑤交付申請書等の提出
（様式 ､ 、 ､ 、 ､ 、 ）A-52-2 A-52-3 A-52-3 A-54-2 A-53-2~4 A-2-3 A-55別紙




